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３．２ 環境情報部環境監視情報課 

３．２．１ 環境監視業務  

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び騒音規制法に基づく大気、水質、

ダイオキシン類及び自動車騒音の常時監視等を行った。 

 

(1) 大気常時監視 

 大気汚染防止法に基づき、県内の大気汚染状況について、政令市と連携して環境監視システムによ

る集中監視を行った。 

 また、微小粒子状物質成分分析及び有害大気汚染物質モニタリング調査を、調査研究部と連携して

行った。 

 大気常時監視測定局及び自動測定機の設置状況          （令和７年３月31日現在） 

  局数 

自動測定機数 

光化学オ
キシダン
ト 

微小粒子
状物質 

浮遊粒子
状物質 

窒素酸
化物 

二酸化
硫黄 

一酸化
炭素 

非メタ
ン炭化
水素 

気象(風
向風速) 

一般局※1 61 61 49 58 58 51 ３ 30 56 

  

  

県 16 16 10 13 15 ９ - ９ 13 

政令市 45 45 39 45 43 42 ３ 21 43 

自排局※2 31 - 22 28 30 - 12 ５ ２ 

  

  

県 ９ - ７ ６ ８ - ４ - - 

政令市 22 - 15 22 22 - ８ ５ ２ 

移動測定局  １ １ １ - １ - - - １ 

  県 １ １ １ - １ - - - 1 

研究用測定局  １ １ - - １ - - - １ 

  県 １ １ - - １ - - - 1 

合計  94 63 72 86 90 51 15 35 60 

  県 27 18 18 19 25 ９ ４ ９ 15 

  政令市 68 45 54 67 65 42 11 26 45 
※1 一般環境大気測定局をいう（以下同じ。） 

※2 自動車排出ガス測定局をいう（以下同じ。） 

 県が管理する大気常時監視測定局及び自動測定機の過去５年間の推移（各年度末の数） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

局

舎 

一般局 16  16  16  16  16  

自排局 ９  ９ (1) ９  ９ (1) 

 

９ (1) 

 移動測定局 １  １  １  １  １  

研究用測定局 １ (1) １  １  １  １  

自

動

測

定

機 

光化学オキシダント 18  18  18  18 (3) 18 (9) 

微小粒子状物質 18 (9) 18 (2) 18 (3) 18 (1) 18  

浮遊粒子状物質 24  24 (5) 24 (3) 24 (1) 19 (1) 

窒素酸化物 25  25  25 (1) 25 (1) 25 (1) 

二酸化硫黄 ９  ９  ９ (2) ９ (1) ９  

一酸化炭素 ４  ４ (1) ４  ４ (2) ４  

非メタン炭化水素 ９  ９ (1) ９  ９ (1) ９  

気象（風向風速） 15 (3) 15  15 (6) 15 (3) 15 (3) 

注1 （ ）内は、局舎の更新又は自動測定機の更新を行った件数 

 注2 休止中のものは除く。 
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事業名又は項目 概  要 

ア 大気常時監

視測定局の維

持管理 

県が管理する大気常時監視測定局（27局）の設備の修繕や更新を行うとともに、

局舎及び自動測定機の定期点検や消耗品の交換等の保守管理を外部委託により行

った。 

＜設備の更新実績＞ 

光化学オキシダント自動測定機９台、浮遊粒子状物質自動測定機１台、窒素酸

化物自動測定機１台、気象計(風向風速計)３台、コンテナ局舎１台を更新 

イ 環境監視シ

ステムの運用 

 

県内の大気常時監視測定局(94局)の自動測定機を専用回線で結び、測定データ

を収集、表示、解析するための専用のコンピュータシステムである環境監視シス

テムの保守管理を外部委託により行った。 

 また、環境監視システムを運用して、光化学スモッグ注意報の発令等の緊急時

措置を行ったほか、大気汚染に関する情報の提供を行った。 

＜緊急時措置実績＞ 

前日Ｂ型情報※1

の提供 

６回提供(７月に２回、８月に３回、９月に１回) 

当日Ｂ型情報※1

の提供 

19回提供(５月に２回、７月に11回、８月に５回、９月に

１回)、うち10回は当日中に光化学スモッグ注意報を発令 

当日Ａ型予報※2

の発令 

発令なし 

光化学スモッグ

注意報等の発令  

次のとおり12回発令(被害の届出者数７名) 

令和６年６月26日(水) 横浜、川崎地域 

令和６年７月３日(水) 横浜地域 

令和６年７月４日(木) 横浜、川崎、相模原、横須賀、

湘南、県央地域(当日Ｂ型情報提

供) 

令和６年７月５日(金) 横浜、川崎、相模原、横須賀、

三浦、湘南、県央地域(当日Ｂ型

情報提供) 

令和６年７月６日(土) 横浜、川崎地域(当日Ｂ型情報提

供) 

令和６年７月18日(木) 横浜、川崎地域(当日Ｂ型情報提

供) 

令和６年７月22日(月) 横浜、川崎地域(当日Ｂ型情報提

供) 

令和６年７月31日(水) 湘南、西湘、県央地域(当日Ｂ型

情報提供) 

令和６年８月３日(土) 川崎地域(当日Ｂ型情報提供) 

令和６年８月４日(日) 川崎地域(当日Ｂ型情報提供) 

令和６年８月５日(月) 横浜、川崎地域(当日Ｂ型情報提

供) 

令和６年８月６日(火) 西湘地域(当日Ｂ型情報提供) 
※1 Ｂ型情報は、今後の気象条件によっては光化学スモッグの発生する恐れがあると認めら

れる場合に県内全域を対象に提供 

※2 Ａ型予報は、光化学スモッグの発生する恐れが大きいと認められる場合に県内全域を対

象に発令 
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事業名又は項目 概  要 

ウ 微小粒子状

物質成分分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大和市役所測定局及び茅ケ崎駅前駅前交差点測定局の２か所でそれぞれ合計 56

日間調査を行った。  

 また、二重測定を各季４日間実施した。なお、質量濃度は外部委託により測定

を行った。 

＜調査日及び調査内容＞ 

調査日 

令和６年５月６日(木)～23日(木)、7月 18日(木)～８月１日

(木)、10 月 17 日(木)～10 月 31 日(木)及び令和７年１月 16

日(木)～１月 30日(木) 

二重測定 

令和６年５月 23 日(木)～27 日(月)、８月１日(木)～５日

(月)、10月 31日(木)～11月４日(月)及び令和７年１月 30日

(木)～１月 10日(月) 

調査内容 

24 時間連続サンプリングを行い、192 検体について重金属

(29）、炭素成分(8)、イオン成分(９)及び水溶性有機炭素の計

47項目を分析 
 

エ 有害大気汚

染物質モニタ

リング調査 

 

 有害大気汚染物質の大気中濃度調査を外部委託により行った。 

 測定データの精度を確保するため、外部委託業者の現場野帳及び分析野帳の写

しや測定結果速報値等を確認する精度管理を行い、適切なサンプリング及び分析

が実施されたことを確認した。（確認検体数 60） 

＜調査地点及び対象物質等＞ 

 

 全国標準監視地点 地域特設監視地点 

調査地点 

一般環境３地点（小田原市役所、

秦野市役所、厚木市役所）、沿道

１地点（大和市深見台交差点） 

沿道１地点（県流域下水道整備

事務所門沢橋ポンプ場） 

調査対象

物質 

ベンゼン、トリクロロエチレン

等 22物質 

ベンゼン、1,3-ブタジエン等６

物質 

調査頻度 年 12回（物質によっては年４回） 
年 12 回（物質によっては年４

回） 

(参考)本県の令

和６年度の環境

基準達成状況 

（長期的評価） 

①光化学オキシダント 一般局 0％   

②微小粒子状物質 一般局 100％ 自排局 100％ 

③浮遊粒子状物質 一般局 100％ 自排局 100％ 

④二酸化窒素 一般局 100％ 自排局 100％ 

⑤二酸化硫黄 一般局 100％ 

⑥一酸化炭素 一般局 100％ 自排局 100％ 

⑦有害大気汚染物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 

ジクロロメタン）100％ 

  

(2) 水質常時監視 

 水質汚濁防止法に基づく公共用水域及び地下水の水質測定計画により、国（国土交通省）及び政令市

と連携して県内の公共用水域及び地下水の水質の測定調査を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 公共用水域

水質測定調査 

 

 水質測定計画に基づく公共用水域の調査地点 63 水域 150 地点のうち、県が調査

を行う 22水域 50地点について、外部委託により調査を行った。 

 有害大気汚染物質と同様に精度管理を行い、適切なサンプリング及び分析が実施

されたことを確認した。（確認検体数 740） 

＜測定項目及び調査地点等＞ 
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事業名又は項目 概  要 

測定 

項目 

健康項目(カドミウム、シアン等27項目) 

生活環境項目(pH、BOD等12項目) 

特殊項目(溶解性鉄、フェノール類等７項目) 

その他項目(アンモニア性窒素、燐酸態燐等８項目) 

要監視項目(PFOS及びPFOA１項目)及びプランクトン(湖沼及び海域) 

調査

地点

及び

測定

頻度 

(河川) 

17水域 

25地点 

環境基準点13地点(新崎川及び千歳川以外)毎月１日２回 

環境基準点２地点(新崎川及び千歳川) 毎月１日１回 

補助点10地点毎月１日１回(丹沢湖流入河川４地点は年４回)  

(湖沼) 

２水域 

８地点 

丹沢湖基準点１地点・補助点１地点 毎月１日１回上下層 

丹沢湖補助点２地点 年４回１日１回上下層 

芦ノ湖環境基準点４地点 年４回１日１回上下層 

(海域) 

３水域 

17地点 

東京湾環境基準点５地点※ 毎月１日１回上下層 

相模湾環境基準点６地点 年４回１日１回上下層 

相模湾補助点６地点 年４回１日１回上下層 

※ 全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール及び LASのみに係る環境基準点１

地点を含む 

イ 地下水質測

定調査 

 

 水質測定計画に基づく地下水の調査地点 230地点(メッシュ調査 76地点、定点調

査 78地点、継続監視調査 74地点)のうち、県が調査を行う 61地点について外部委

託により調査を行った。 

 有害大気汚染物質等と同様に精度管理を行い、適切なサンプリング及び分析が実

施されたことを確認した。(確認検体数 61) 

＜測定項目及び調査地点等＞ 

測定項目 
環境基準項目(カドミウム、シアン等28項目) 

要監視項目(クロロホルム等25項目) 

調査地点及 

び測定頻度 

(メッシュ調査)三浦市白石町等(２市３町)20地点 年１回 

(定点調査)逗子市逗子等(５市７町)19地点 年１回 

(継続監視調査)鎌倉市材木座等(８市４町)24地点 年１回 
 

(参考)本県の令

和６年度の環境

基準達成状況 

 

① ① 公共用水域水質測定調査 

・健康項目 砒素が２地点、ほう素が２地点で非達成、その他の項目は全地点で 

達成 

・BOD(湖沼及び海域は COD) 63水域のうち 56水域で達成 

・大腸菌数 39地点のうち 24地点で達成 

・全亜鉛･ノニルフェノール･LAS 環境基準が設定されている河川 42水域、湖沼

３水域、海域２水域ですべて達成 

・全窒素・全燐 環境基準が設定されている湖沼２水域、海域４水域のうち、海

域４水域で達成、湖沼１水域で全窒素、湖沼１水域で全燐の暫定目標を達成 

② 地下水質測定調査  

・メッシュ調査 76地点中72地点で達成 

・定点調査   78地点中73地点で達成 

・継続監視調査 74地点中25地点で達成 

 

(3) ダイオキシン類の常時監視 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気、水質（水底の底質を含む。）及び土壌の調査を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 大気調査  ８地点について、年２回の調査を外部委託により行った。 

 有害大気汚染物質等と同様に精度管理を行い、適切なサンプリング及び分析が実
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事業名又は項目 概  要 

施されたことを確認した。(確認検体数 16) 

イ 水質･土壌 

調査 

河川15地点、湖沼２地点及び地下水６地点の水質、河川５地点及び湖沼２地点の

水底の底質並びに土壌６地点について、年１回の定点調査を外部委託により行っ

た。 

また、過去の調査で環境基準を超えた地点及び環境基準の1/2を超えた地点にお

ける汚染状況を確認するため、目久尻川１地点の水質について年１回の調査を外部

委託により行った。 

有害大気汚染物質等と同様に精度管理を行い、適切なサンプリング及び分析が実

施されたことを確認した。(確認検体数 36) 

(参考)本県の令

和６年度の環境

基準達成状況 

① 大気調査 環境基準の評価対象となる調査地点全てで達成 

② 水質・土壌調査 汚染状況確認調査(目久尻川)を除き、全ての地点で環境基 

準を達成 

  

(4) 自動車騒音常時監視 

騒音規制法に基づく自動車騒音の常時監視を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 自動車騒音

常時監視 

 県内町村地域の道路を対象として、169区間、419.3kmの沿道状況の把握、騒音発

生強度の観測等による面的評価を外部委託により行った。 

参考)本県の令

和６年度の環

境基準達成状

況 

 評価戸数34,072戸のうち、33,269戸で昼夜とも環境基準を達成 

 

＜評価戸数及び環境基準の達成戸数等＞ 

評価戸数 35,408 

 環境基準値以下（昼夜とも環境基準達成） 34,072 

 環境基準値超過 1,336 

  うち、夜間のみ環境基準値超過 640 

  うち、昼間のみ環境基準値超過 64 

  うち、昼夜とも環境基準値超過 632 
 

 

３．２．２ 環境情報の管理･提供業務 

県民･事業者への環境情報の提供及び環境情報処理システムの運用に関する業務を行った。 

 

(1) 県民・事業者への環境情報の提供 

 当センターのホームページを運用して各種情報を発信するとともに、大気常時監視データ等の環境情

報を県民及び事業者に提供した。 

事業名又は項目 概  要 

ア 環境科学セ

ンターウェブ

サイト  

 

環境科学センターの各種業務紹介、イベントのお知らせ等を提供 

アクセス数 306,804件 

 (URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/index.html 以下 

環境科学センターウェブサイト内) 

 環境科学センター組織案内ページ  アクセス数 12,742件 

 (URL  https://www.pref.kanagawa.jp/div/0323/index.html) 
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イ 大気常時監

視データ等 

①  大気常時監視測定結果 

大気常時監視のリアルタイムデータを提供 アクセス数236,036件 

URL https://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/realtime/index.html  

②  光化学注意報発令状況 

光化学スモッグ注意報等の緊急時措置情報を提供 アクセス数112,743件 

URL 

https://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/hatsurei/index.html 

③  PM2.5高濃度予報 

PM2.5高濃度予報を8:00及び13:00に提供 アクセス数4,660件 

URL https://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/pm25/index_y.html 

④ 大気汚染情報メール 

「光化学スモッグ注意報情報」、「光化学オキシダントに関する高濃度情報」

及び「二酸化窒素に関する情報」並びに「PM2.5に関する情報」をメーリングリ

スト登録者にメール配信 

ウ 化学物質関

連情報 

 化学物質による環境汚染を未然防止するため、化学物質使用事業所の自主管理

体制を支援する目的で「化学物質関連情報」のページを運用し、化学物質の物性、

有害性、法規制等のSDS情報を提供 アクセス数1,251件 

URL  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/kisnet/chemindex.html 

エ PRTR情報  令和３年度分の県内市町村別データを作成し、「神奈川県のPRTRデータ(詳細)」

として提供 アクセス数2,658件 

URL  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/prtr/index.html 

オ 神奈川の大

気汚染の発行 

 令和４年度の大気常時監視測定結果をとりまとめ、「令和３年度神奈川の大気汚

染」を作成し、ウェブサイトで提供 

 

(2) 環境情報処理システムの運用 

環境課及び地域県政総合センターが行う業務で利用するコンピュータシステムの運用を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 環境情報処

理システムの

運用 

 県庁と地域県政総合センター間で稼働している工場･事業場情報管理システムの

保守管理を外部委託により行った。(令和４年３月以降、産業廃棄物情報管理シス

テムは環境情報処理システムから独立したシステムとして環境農政局資源循環推

進課が所管・運営することとなった。また、県水質管理システムは環境省の水質管

理システムを代替することとして廃止した。) 
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３．２．３ 行政関連の調査等の業務 
 
 (1) 東海道新幹線に関する騒音・振動調査 

  環境課からの依頼に基づき調査を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 新幹線騒音 

 ・振動調査 

東海道新幹線沿線で、住宅が密集あるいは集合する地域において、騒音の環境基

準や 75デシベル対策、振動の対策指針値の達成状況を把握するために、調査を実

施した。 

＜調査地点及び調査結果＞ 

調査地点 

＜騒音＞  

寒川町(１か所・３地点)、平塚市(１か所・３地点)、大磯町

(１か所・３地点)、小田原市(１か所・３地点) 

＜振動＞ 

寒川町(１か所・１地点)、平塚市(１か所・１地点)、大磯町

(１か所・１地点)、小田原市(１か所・１地点) 

調査結果 

騒音については、12地点のうち５地点で環境基準を達成して

いた。また、25m地点における75デシベル対策の適合状況は、12

地点すべてで達成していた。 

振動については、４地点すべてで対策指針値を達成していた。 
 

 

(2) 航空機騒音測定調査 

環境課からの依頼に基づき調査を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 航空機騒音

測定調査 

羽田空港周辺地域において、航空機騒音に係る環境基準の類型指定の検討を行

うために、同地域に及ぼす騒音の実態を３地点で把握した。 

＜測定地点及び測定期間＞ 

羽田空港 

(測定地点) 

① 川崎市立殿町小学校 

② 川崎市立東門前小学校 

③ 川崎市環境総合研究所 

(測定期間) 

第一期：令和６年４月11日～５月28日 

第二期：令和６年７月９日～９月25日 

第三期：令和６年10月24日～11月21日 

第四期：令和７年１月21日～２月19日 
 

 

３．２．４ その他業務 
 
 

(1) 技術支援 

騒音振動に関する行政機関への技術支援を行った。 

事業名又は項目 概  要 

ア 騒音振動技

術支援 

県政総合センター及び市町村等からの依頼に基づき、騒音振動に係る調査や技

術支援を行った。実績８件 
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事業名又は項目 概  要 

＜内容＞ 

① 羽田空港類型指定に係る技術支援(環境農政局環境課) 

② 低周波音測定に係る技術支援(伊勢原市） 

③ 騒音測定に係る技術支援(座間市) 

 


